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【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係る

ファンドの名称】

ピクテ・ゴールド

(旧名称
※
：ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月

分配型))

※平成28年７月29日付でファンドの名称を変更しております。

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金

額】

１兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年６月15日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、運用方針、投資対象、決算日、分配方針、信託

報酬率およびファンドの名称変更に伴い、訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するものであります。

 

Ⅱ【訂正箇所及び訂正事項】

(下線部　　　　　は訂正箇所を示します。)

 

第一部【証券情報】

(１)【ファンドの名称】

＜訂正前＞

ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型)

(愛称として「ゴールド・インカム」と称する場合があります。以下「ファンド」といいます。)

＜訂正後＞

ピクテ・ゴールド

(旧名称
※
：「ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型)」、以下「ファンド」といいます。)

※平成28年７月29日付でファンドの名称を変更しております。

 

(４)【発行(売出)価格】

(前略)

＜訂正前＞

また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「ゴールドイン」)。

＜訂正後＞

また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「ゴールド」)。

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(１)【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

①　ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と利金等収益の確保を図ることを目的に運用を行い

ます。

(中略)

②　ファンドの商品分類
※
は、追加型投信／内外／資産複合です。

(中略)

 

＜商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)＞

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

(収益の源泉)

単位型

 

追加型

国内

 

海外

 

内外

株式

債券

不動産投信

その他資産

資産複合

   

 

＜属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)＞

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

不動産投信

その他資産

(投資信託証券

(資産複合

(商品・債券)))

資産複合

年１回

 

年２回

 

年４回

 

年６回(隔月)

 

年12回(毎月)

 

日々

 

その他

グローバル

(日本を含む)

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東(中東)

エマージング

ファミリー

ファンド

 

 

 

 

 

 

ファンド

・オブ・

ファンズ

あり

(部分ヘッジ)

 

 

 

 

 

 

 

 

なし

     

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

＜ファンドが該当する商品分類の定義＞

商品分類 定義

単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象地域 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収

益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象資産

(収益の源泉)

資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその

他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ

るものをいいます。

 

＜ファンドが該当する属性区分の定義＞

属性区分 定義

投資対象資産 その他資産

(投資信託証券

(資産複合

(商品・債券)))

目論見書または投資信託約款において、株式、債券および不動産投信以外の

資産(ファンド・オブ・ファンズ方式による投資信託証券)を通じて、主とし

て商品(デリバティブを含みます。)および債券に投資する旨の記載があるも

のをいいます。

決算頻度 年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があ

るものをいいます。

投資対象地域 グローバル

(日本を含む)

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日

本を含みます)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態 ファンド・オブ・

ファンズ

一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２

条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

為替ヘッジ あり

(部分ヘッジ)

目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産

に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

 

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、商品(デリバティブを含みます。)および債券を主要投資対象としま

す。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産は異なります。

(中略)

③　ファンドの特色

ａ　実質的に金に投資します

○投資信託証券への投資を通じて、金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。
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○投資先ファンドにおいて、主に金に投資または金を対象としたデリバティブ取引(先物取引、先渡取引等)を行い

ます。

※金に係る外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

(中略)

 

 

ｂ　世界主要国の公社債に投資し、利金等収益の確保を目指します

○投資信託証券への投資を通じて、世界主要国の公社債に投資します。

※外貨建資産については為替ヘッジを行います。

 

ファンドの投資対象（収益の源泉）

 
ファンドは、金または金を対象としたデリバティブ取引と世界主要国の公社債を主な投資対象とします。

 

※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

 

ファンドの基準価額は、金価格の変動の影響を受けるほか、実質的に組入れている公社債の価格変動の影響

を受けます。また、金価格に100％連動するものではありません。

 

ｃ　毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。

○毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。

 

分配金（決算日・毎月15日（休業日の場合は翌営業日））

                                   

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

 

※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

 

［収益分配金に関する留意事項］

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ

の金額相当分、基準価額は下がります。
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○分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払わ

れる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま

た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

 

 

 
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積

立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

 

○投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当

する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場

合も同様です。

 

 

 
普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金

(特別分配金)の額だけ減少します。

(注)普通分配金に対する課税については、後掲「４手数料等及び税金　(５)課税上の取扱い」をご参照ください。

 

※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。
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(注)平成28年７月29日を適用日として、投資信託約款の変更を予定しております。詳しくは以下の「投資信託約款変更予

定のお知らせ」をご覧ください。

 

[投資信託約款変更予定のお知らせ]

 

本書により募集を行います「ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型)」につきましては、投資信託約款

の変更を以下のとおりに予定しております。ご投資者の皆様におかれましては、変更予定の内容をご確認のうえ、

ファンドの購入申込みを行っていただきますようお願い申し上げます。

 
■予定している投資信託約款の変更の内容

①　実質的な主要投資対象を現行の「金および公社債」から「金」のみに変更いたします。

②　上記①に伴い、投資対象とする投資信託証券の選定条件を変更いたします。

③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことに変更いたします。

④　計算期間を一月(毎月決算)から一年(年１回決算)に変更するとともに、収益分配方針を変更いたします。

 
■変更理由

ファンドは、金価格の値動きを概ね捉えるとともに、資産の一部を公社債に投資することにより利金等収益の確保

を図ることを目的としております。しかしながら、世界的な債券利回りの低下により分配対象額でもある利金等収益

の十分な確保が困難になりつつあります。このような状況下、ファンドの商品性を見直し、毎月の決算時に収益分配

を目指すものから、決算頻度を年１回とし、信託財産の成長を重視するものへ変更いたします。これに伴い、「金」

への実質投資比率を引き上げ、より金価格の値動きを反映するものに変更することが投資者の皆様に対する金への投

資機会の提供に資すると判断いたしました。さらに、為替変動による影響を排除することで日々の米ドル建ての金価

格に近い値動きとなるよう為替ヘッジを行うように変更いたします。また、ファンドの当初設定時に想定しておりま

した金のデリバティブ取引を行う投資対象投資信託証券に投資する可能性がなくなったため、併せて所要の変更を行

うことといたします。

 
■約款変更適用開始予定日

平成28年７月29日

 
○上記の投資信託約款の変更は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)をもって実施する予定です。書面

決議の議決権の行使は、平成28年６月17日時点の受益者(平成28年６月15日までに取得申込みをされた方を含みま

す。)を対象としております。本書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成に

より可決されます。この場合、予定どおり平成28年７月29日をもって投資信託約款の変更を適用いたします。

 
※平成28年６月16日以降に購入のお申込みをされ取得した受益権については、書面決議の手続きの対象とはなりませ

んのでご留意ください。

 
※上記の投資信託約款の変更が成立した場合には、平成28年７月29日よりファンドの名称を「ピクテ・ゴールド」に

変更する予定です。

 

＜訂正後＞

①　ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

(中略)

②　ファンドの商品分類
※
は、追加型投信／海外／その他資産(商品)です。

(中略)

 

＜商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)＞

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

(収益の源泉)

単位型

 

追加型

国内

 

海外

 

内外

 

株式

債券

不動産投信

その他資産

その他資産(商品)

資産複合
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＜属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)＞

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

不動産投信

その他資産

(投資信託証券

(商品))

資産複合

 

年１回

 

年２回

 

年４回

 

年６回(隔月)

 

年12回(毎月)

日々

 

その他

グローバル

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東(中東)

エマージング

ファミリー

ファンド

 

 

 

 

 

 

ファンド

・オブ・

ファンズ

あり

(フルヘッジ)

 

 

 

 

 

 

 

 

なし

     

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

＜ファンドが該当する商品分類の定義＞

商品分類 定義

単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

産とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象地域 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が

実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象資産

(収益の源泉)

その他資産(商品) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が

実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産(商品)を源泉とする旨の

記載があるものをいいます。

 

＜ファンドが該当する属性区分の定義＞

属性区分 定義

投資対象資産 その他資産

(投資信託証券

(商品))

目論見書または投資信託約款において、株式、債券および不動産投信以外

の資産(ファンド・オブ・ファンズ方式による投資信託証券)を通じて、主

として商品に投資する旨の記載があるものをいいます。

決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるも

のをいいます。

投資対象地域 北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地

域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態 ファンド・オブ・

ファンズ

一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第

２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

為替ヘッジ あり

(フルヘッジ)

目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資

産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

 

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、商品を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における

投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産は異なります。

(中略)

③　ファンドの特色
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ａ　実質的に金に投資します

○投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指し

ます。

(注)為替ヘッジコスト等により乖離が生じることが想定されます。

○投資先ファンドにおいて、主に金の現物に投資を行います。

(中略)

 

ｂ　原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります

○外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

○米ドル建ての投資信託証券への投資を通じ金に投資するとともに、米ドル売り／円買いの取引を行い為替ヘッジ

を行います。

 

ｃ　年１回決算を行います

○毎年７月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

 

［収益分配金に関する留意事項］

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ

の金額相当分、基準価額は下がります。

・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払わ

れる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま

た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当

する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場

合も同様です。

 

※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。

 

(２)【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成23年12月28日　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始

＜訂正後＞

平成23年12月28日　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始

平成28年７月29日　投資信託約款の変更により主要投資対象、決算日およびファンドの名称等を変更

 

(３)【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

①　委託会社およびファンドの関係法人
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(中略)

○ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資するこ

とにより運用を行う方式です。ファンドでは、指定投資信託証券として後記に掲げる各投資信託を主要投資対象と

します。金の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。各指定投資信託証券の概要につきましては、後記をご

覧ください。

 

ご投資者

(受益者)

 

 

購入代金

―――――＞

 

＜―――――

収益分配金、

換金代金、

償還金

ファンド

投資

――＞

＜――

損益

 

投資先ファンド

 

 

 

投資

――＞

＜――

損益

 

指定投資信託証券
－金または金を対象とした

デリバティブ取引

－公社債 等

 

指定投資信託証券

 

＜訂正後＞

①　委託会社およびファンドの関係法人

 

(中略)
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○ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資するこ

とにより運用を行う方式です。ファンドでは、指定投資信託証券として後記に掲げる各投資信託を主要投資対象と

します。金の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。各指定投資信託証券の概要につきましては、後記をご

覧ください。

 

ご投資者

(受益者)

 

 

購入代金

―――――＞

 

＜―――――

収益分配金、

換金代金、

償還金

ファンド

投資

――＞

＜――

損益

 

投資先ファンド

 

 

 

投資

――＞

＜――

損益

 

指定投資信託証券

－金(現物)

－短期金融商品 等

 

指定投資信託証券

 

 

(後略)

２【投資方針】

(１)【投資方針】

＜訂正前＞

①　基本方針

ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と利金等収益の確保を図ることを目的に運用を行いま

す。

②　投資態度

ａ　投資信託証券への投資を通じて、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す(金に係る外貨建資産については、

原則として為替ヘッジを行いません。)とともに、公社債に投資(外貨建資産については為替ヘッジを行います。)す

ることを基本とします。

ｂ　投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

ｃ　金の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

ｄ　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

③　ファンドは、主に金に投資または金を対象としたデリバティブ取引(金に係る外貨建資産については、原則として為

替ヘッジを行いません。)を行う投資信託証券、主に公社債に投資(外貨建資産については為替ヘッジを行います。)を

行う投資信託証券またはこれらの投資方針を有する投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用さ

れます。

 

(注)平成28年７月29日を適用日として、投資信託約款の変更を予定しております。詳しくは前記の「投資信託約款変更

予定のお知らせ」をご覧ください。

＜訂正後＞

①　基本方針

ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

②　投資態度

ａ　投資信託証券への投資を通じて、実質的に金に投資します。

ｂ　投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

ｃ　金の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

ｄ　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

ｅ　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

③　ファンドは、主に金に投資する投資信託および元本の安定性の確保を目的とする投資信託の受益証券または投資証

券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。

 

(２)【投資対象】

(前略)
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＜訂正前＞

⑥　指定投資信託証券の概要

指定投資信託証券は、主に金に投資または金を対象としたデリバティブ取引(金に係る外貨建資産については、原則と

して為替ヘッジを行いません。)を行う投資信託証券、主に公社債に投資(外貨建資産については為替ヘッジを行いま

す。)を行う投資信託証券またはこれらの投資方針を有する投資信託証券とし、平成28年６月15日現在は以下のとおり

とします。なお、指定投資信託証券は委託者により適宜見直され、前記の選定条件に該当する範囲において変更され

ることがあります。また、以下の各指定投資信託証券の内容は今後変更となる場合があります。

 

ａ　ピクテ(ＣＨ)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド　クラスＩ dy JPY受益証券

形態／表示通貨 スイス籍外国投資信託／円建て

主な投資方針 ・主に金に投資することにより金価格の変動から得られる収益の獲得機会を投資家に提供する

ことを目的とします。

・費用控除後の金価格の動きに連動することを目指します。

関係法人 管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

保管受託銀行、支払事務代行会社：バンク・ピクテ・アンド・シー・エス・エイ

計算事務代行会社：ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ

主な費用 管理報酬等合計：純資産総額の年率0.34％(上限)

(内訳、その他の費用につきましては後記「４手数料等及び税金　(３)信託報酬等および(４)

その他の手数料等」をご覧ください。)

決算日 毎年９月30日

※本書において上記ファンドを「フィジカル・ゴールド・ファンド」という場合があります。

 

ｂ　ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド　受益証券

形態／表示通貨 内国証券投資信託(マザーファンド)／円建て

主な投資方針 ・世界主要国のソブリン債券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成

長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。

・投資に当たっては、発行体の信用格付を勘案したうえで、円インカム
※
が相対的に高いソブ

リン債券に着目し、ポートフォリオを構築します。

※「円インカム」とは、円建てソブリン債券はその金利水準を指し、外貨建てソブリン債券

は委託会社が一定の条件で独自に算出した為替ヘッジコストを控除した金利水準を指しま

す。

・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

関係法人 委託会社：ピクテ投信投資顧問株式会社

受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株

式会社)

投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメ

ント・リミテッド

主な費用 信託報酬はありません。

決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)

※本書において上記ファンドを「円インカム・セレクト」という場合があります。

 

(注)平成28年７月29日を適用日として、投資信託約款の変更を予定しております。詳しくは前記の「投資信託約款変更

予定のお知らせ」をご覧ください。

＜訂正後＞

⑥　指定投資信託証券の概要

指定投資信託証券は、主に金に投資する投資信託および元本の安定性の確保を目的とする投資信託の受益証券または

投資証券とし、平成28年７月29日現在は以下のとおりとします。なお、指定投資信託証券は委託者により適宜見直さ
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れ、前記の選定条件に該当する範囲において変更されることがあります。また、以下の各指定投資信託証券の内容は

今後変更となる場合があります。

 

ａ　ピクテ(ＣＨ)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド　クラスＩ dy ＵＳＤ受益証券

形態／表示通貨 スイス籍外国投資信託／ドル建て

主な投資方針 ・主に金に投資することにより金価格の変動から得られる収益の獲得機会を投資家に提供する

ことを目的とします。

・費用控除後の金価格の動きに連動することを目指します。

関係法人 管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

保管受託銀行、支払事務代行会社：バンク・ピクテ・アンド・シー・エス・エイ

計算事務代行会社：ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ

主な費用 管理報酬等合計：純資産総額の年率0.34％(上限)

(内訳、その他の費用につきましては後記「４手数料等及び税金　(３)信託報酬等および(４)

その他の手数料等」をご覧ください。)

決算日 毎年９月30日

※本書において上記ファンドを「フィジカル・ゴールド・ファンド」という場合があります。

 

ｂ　ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットＪＰＹ　クラスＩ投資証券

形態／表示通貨 ルクセンブルグ籍外国投資法人／円建て

主な投資方針 ・円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。

・短期金融商品等に投資します。

・投資する証券の発行体の信用格付は、Ａ２／Ｐ２以上とします。

関係法人 管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジ

メント・リミテッド

保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ

名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・ソ

リューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ

主な費用 管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率0.3％(上限)

(その他の費用につきましては後記「４手数料等及び税金」をご覧ください。)

決算日 毎年９月30日

※本書において上記ファンドを「ショートタームＭＭＦ ＪＰＹ」という場合があります。

 

ｃ　ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットＵＳＤ　クラスＩ投資証券

形態／表示通貨 ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て

主な投資方針 ・米ドル建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。

・短期金融商品等に投資します。

・投資する証券の発行体の信用格付は、Ａ２／Ｐ２以上とします。

関係法人 管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメ

ント・リミテッド

保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ

名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・ソ

リューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ

主な費用 管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率0.3％(上限)

(その他の費用につきましては後記「４手数料等及び税金」をご覧ください。)

決算日 毎年９月30日

※本書において上記ファンドを「ショートタームＭＭＦ ＵＳＤ」という場合があります。
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ｄ　ピクテ(ＣＨ)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド　クラスＩ dy JPY受益証券

(平成28年７月31日まで)

形態／表示通貨 スイス籍外国投資信託／円建て

主な投資方針 ・主に金に投資することにより金価格の変動から得られる収益の獲得機会を投資家に提供する

ことを目的とします。

・費用控除後の金価格の動きに連動することを目指します。

関係法人 管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

保管受託銀行、支払事務代行会社：バンク・ピクテ・アンド・シー・エス・エイ

計算事務代行会社：ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ

主な費用 管理報酬等合計：純資産総額の年率0.34％(上限)

(内訳、その他の費用につきましては後記「４手数料等及び税金　(３)信託報酬等および(４)

その他の手数料等」をご覧ください。)

決算日 毎年９月30日

※本書において上記ファンドを「フィジカル・ゴールド・ファンド」という場合があります。

 

(４)【分配方針】

＜訂正前＞

①　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

ａ　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額と

します。

ｂ　収益分配金額は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少

額の場合には、分配を行わないこともあります。

ｃ　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

(中略)

④　ファンドの決算日

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(中略)

(注)平成28年７月29日を適用日として、投資信託約款の変更を予定しております。詳しくは前記の「投資信託約款変更

予定のお知らせ」をご覧ください。

(後略)

＜訂正後＞

①　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

ａ　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額と

します。

ｂ　収益分配金額は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、必ず分配を行う

ものではありません。

ｃ　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

(中略)

④　ファンドの決算日

毎年７月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(後略)

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

(１)ファンドのリスク

ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。
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ファンドは、実質的に金に投資または金を対象としたデリバティブ取引を行うほか、公社債等に投資しますので、ファ

ンドの基準価額は、実質的に組入れている金および公社債の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)に

より変動し、下落する場合があります。

したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本

を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆

様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

①　基準価額の変動要因

ａ　金の価格変動リスク

・ファンドは、実質的に金に投資または金を対象としたデリバティブ取引を行いますので、ファンドの基準価額

は、実質的に組入れている金の価格変動の影響を受けます。

・金の価格は、金の需給の変化や為替レート、金利の変動等の要因により変動します。金の需給は、政治・経済的

的事由、技術発展、資源開発、生産者や企業の政策、政府の規制・介入、他の金融・商品市場や投機資金の動向

等の要因で変動します。また、市場の流動性の低下や取引所が定める値幅制限等により不利な価格で取引を行わ

なければならない場合があります。

ｂ　公社債投資リスク(金利変動リスク、信用リスク)

・ファンドは、実質的に公社債に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている公社債の価格変

動の影響を受けます。

・金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が低下した場合

には、公社債の価格は上昇する傾向がありますが、金利が上昇した場合には、公社債の価格は下落する傾向があ

ります。

・信用リスクとは、公社債の発行体の財務状況等の悪化により利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払う

ことができなくなるリスク(債務不履行)、または債務不履行に陥ると予想される場合に公社債の価格が下落する

リスクをいいます。

ｃ　取引先リスク

・ファンドは、実質的に店頭デリバティブ取引を行うことがありますので、取引の相手方の倒産等により契約が不

履行になるリスクがあります。

ｄ　有価証券先物取引等に伴うリスク

・ファンドは、実質的に有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合には、有価証券先物

取引等の価格変動の影響を受けます。

ｅ　為替に関する留意点・リスク

・ファンドおよび投資先ファンドにおける外貨建資産について、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る場

合がありますが、係る外貨建資産の為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける

場合があります。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、当該通貨と円との金利差相当分のヘッジ

コストがかかることにご留意ください。また、為替ヘッジを行わない場合には、係る外貨建資産は為替変動の影

響を直接受け、円高局面は基準価額の下落要因、円安局面は基準価額の上昇要因となります。

ｆ　流動性リスク

・市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できない場合があります。このよ

うな場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがありま

す。

ｇ　解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク

・解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却(先物取引等については反対売買)しなけれ

ばならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落する

可能性があります。

 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

(中略)

(２)リスクの管理体制

(中略)

＜参考情報＞
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ファンドの年間騰落率

および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
※

(ファンド：2012年12月～2016年３月

代表的な資産クラス：2011年４月～2016年３月)

 上記グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう

に作成したものですが、対象期間が異なることにご留意ください。なお、

すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

(後略)

＜訂正後＞

(１)ファンドのリスク

ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。

ファンドは、実質的に金に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている金の価格変動等(外国証券に

は為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。

したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本

を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆

様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

①　基準価額の変動要因

ａ　金の価格変動リスク

・ファンドは、実質的に金に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている金の価格変動の影響

を受けます。

・金の価格は、金の需給の変化や為替レート、金利の変動等の要因により変動します。金の需給は、政治・経済的

的事由、技術発展、資源開発、生産者や企業の政策、政府の規制・介入、他の金融・商品市場や投機資金の動向

等の要因で変動します。

ｂ　為替に関する留意点

・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変

動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利がヘッジ対

象通貨の金利より低い場合、当該通貨と円との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。

ｃ　解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク

・解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その

際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落する可能性があります。

 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

(中略)

(２)リスクの管理体制

EDINET提出書類

ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

15/20



(中略)

＜参考情報＞

以下に記載のファンドの運用実績は、2016年７月29日付で行った運用方針の変更前の内容であるため、円建ての金価格が

反映された実績です。したがって、現状の運用方針に基づく為替ヘッジ後のドル建ての金価格を反映したファンドの騰落

率の特性を示すものではないことにご留意ください。

 

ファンドの年間騰落率

および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
※

(ファンド：2012年12月～2016年３月

代表的な資産クラス：2011年４月～2016年３月)

 上記グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう

に作成したものですが、対象期間が異なることにご留意ください。なお、

すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

 

(後略)

 

(３)【信託報酬等】

＜訂正前＞

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1772％(税抜1.09％)の率を乗じて

得た額とし、その配分は次のとおりとします。

＜信託報酬の配分(税抜)および役務の内容＞

委託会社 販売会社 受託会社

年率0.3％ 年率0.75％ 年率0.04％

ファンドの運用とそれに伴う調査、

受託会社への指図、各種情報提供

等、基準価額の算出等

購入後の情報提供、交付運用報告書

等各種書類の送付、口座内でのファ

ンドの管理および事務手続等

ファンドの財産の保管・管理、委託

会社からの指図の実行等

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。

 

＜指定投資信託証券に係る報酬＞

フィジカル・ゴールド・ファンド

管理報酬：純資産総額の年率0.2％(上限)

管理事務報酬：純資産総額の年率0.06％(上限)

保管受託銀行報酬：純資産総額の年率0.08％(上限)

円インカム・セレクト
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信託報酬はありません。

 

※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。

 

ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値

は、最大年率1.5172％(税抜1.43％)程度となります。

ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。

＜訂正後＞

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5292％(税抜0.49％)の率を乗じて

得た額とし、その配分は次のとおりとします。

＜信託報酬の配分(税抜)および役務の内容＞

委託会社 販売会社 受託会社

年率0.15％ 年率0.3％ 年率0.04％

ファンドの運用とそれに伴う調査、

受託会社への指図、各種情報提供

等、基準価額の算出等

購入後の情報提供、交付運用報告書

等各種書類の送付、口座内でのファ

ンドの管理および事務手続等

ファンドの財産の保管・管理、委託

会社からの指図の実行等

上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計

算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。

 

＜指定投資信託証券に係る報酬＞

フィジカル・ゴールド・ファンド

管理報酬：純資産総額の年率0.2％(上限)

管理事務報酬：純資産総額の年率0.06％(上限)

保管受託銀行報酬：純資産総額の年率0.08％(上限)

ショートタームＭＭＦ ＪＰＹ

管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率0.3％(上限)

ショートタームＭＭＦ ＵＳＤ

管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率0.3％(上限)

 

※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。

 

ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値

は、最大年率0.8692％(税抜0.83％)程度となります。

(注)平成28年６月末日現在の投資先ファンドにおいて適用されている報酬率に基づいた試算値は、年率0.748％(税

込)程度です。

ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。

 

(４)【その他の手数料等】

(前略)

＜訂正前＞

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。

信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告

書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費

用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができ

ます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純

資産総額の年率0.054％(税抜0.05％)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領しま

す。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれ
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を変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて

計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。

ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国

における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ

とができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。また、フィジカル・ゴールド・ファンドについては、申込

み・買戻し時に純資産価格の0.1％が平均取引コスト相当額として申込価格に付加または買戻価格から控除され、当該

ファンドの信託財産に留保されます。

＜訂正後＞

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。

信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告

書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費

用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができ

ます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純

資産総額の年率0.054％(税抜0.05％)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領しま

す。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれ

を変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて

計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末ま

たは信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。

ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国

における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ

とができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。また、フィジカル・ゴールド・ファンドについては、申込

み・買戻し時に取引コスト相当額が申込価格に付加または買戻価格から控除され、当該ファンドの信託財産に留保され

ます。

(後略)

５【運用状況】

＜訂正前＞

(中略)

＜参考情報：運用実績＞　(2016年３月31日現在)

①　基準価額・純資産の推移

(後略)

＜訂正後＞

(中略)

＜参考情報：運用実績＞　(2016年３月31日現在)

以下に記載のファンドの運用実績は、2016年７月29日付で行った運用方針の変更前の内容であるため、基準価額の推移お

よび年間収益率の推移は、円建ての金価格が反映された実績です。また、同日付でファンドの決算日は毎月決算から年１

回決算に変更されております。したがって、現状の運用方針に基づく為替ヘッジ後のドル建ての金価格および決算頻度を

反映したファンドの基準価額の推移等の特性を示すものではないことにご留意ください。

①　基準価額・純資産の推移

(後略)

 

第２【管理及び運営】

２【換金(解約)手続等】

(前略)

＜訂正前＞

＜解約価額＞

(中略)

・基準価額については、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社　電話番号0120-56-1805(受付時間：委託会社の営業日

の午前９時から午後５時まで)　ホームページおよび携帯サイトhttp://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わ
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せることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称

「ゴールドイン」)。

＜訂正後＞

＜解約価額＞

(中略)

・基準価額については、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社　電話番号0120-56-1805(受付時間：委託会社の営業日

の午前９時から午後５時まで)　ホームページおよび携帯サイトhttp://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わ

せることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称

「ゴールド」)。

(後略)

 

３【資産管理等の概要】

(１)【資産の評価】

＜訂正前＞

①　基準価額の算出方法

(中略)

※ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券については原則として計算時において知りうる直近の日の１口当

たり純資産価格で、内国投資信託証券については原則として計算日における基準価額で、上場投資信託証券につい

ては原則として金融商品取引所における計算時において知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについて

はそれに準ずる価額)に基づいて評価します。

(中略)

③　基準価額の照会方法

基準価額は、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社　電話番号0120-56-1805(受付時間：委託会社の営業日の午前９

時から午後５時まで)　ホームページおよび携帯サイトhttp://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせること

により知ることができます。また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称

「ゴールドイン」)。

＜訂正後＞

①　基準価額の算出方法

(中略)

※ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券については原則として計算時において知りうる直近の日の１口当

たり純資産価格で評価します。

(中略)

③　基準価額の照会方法

基準価額は、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社　電話番号0120-56-1805(受付時間：委託会社の営業日の午前９

時から午後５時まで)　ホームページおよび携帯サイトhttp://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせること

により知ることができます。また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称

「ゴールド」)。

 

(４)【計算期間】

＜訂正前＞

ファンドの計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は信託契約締結

日から平成24年１月16日までとします。

(中略)

 

(注)平成28年７月29日を適用日として、投資信託約款の変更を予定しております。詳しくは前記の「投資信託約款変更予

定のお知らせ」をご覧ください。

＜訂正後＞

ファンドの計算期間は、毎年７月16日から翌年７月15日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は信託

契約締結日から平成24年１月16日までとします。
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(中略)

 

(５)【その他】

(前略)

＜訂正前＞

⑤　運用報告書の作成

ａ　委託会社は、毎年３月、９月の決算時および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明

細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用

報告書をいいます。)を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。また、電子交付を選択された

場合には、所定の方法により交付します。

＜訂正後＞

⑤　運用報告書の作成

ａ　委託会社は、毎決算時および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重

要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書をいいま

す。)を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定

の方法により交付します。

(後略)
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